
兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱（現行） 兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱（改正後） 

 

（略） 

 

 指定申請手続等 

   指定申請は、事業所（人的物的施設があり、継続して事業が行われる場所。）の所在地が

兵庫県内にある事業者について行う。 

 （１）指定の申請 

 講習会の指定を受けようとする者は、初回の講習の募集を開始する３か月前までに、次

に掲げる事項について様式１－１及びその添付書類を提出すること。 

     ア 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

     イ 講習会の名称及び課程 

     ウ  事業所の所在地 

     エ 運営規程 

     オ 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 

     カ 当該講習会に係る収支予算 

     キ 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 

ク 事業計画表及び各講習ごとの時間割表 

     ケ 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書（講師本人の署名捺印のある

ものに限る。） 

     コ 事業所（講習を行う教室）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては、 

       名称）並びに利用計画及び当該事業所の設置者の承諾書 

     サ 申請者の前年度の決算書 

     シ 申請者の概要及び資産状況 

     ス 受講料等の設定方法 

     セ 募集案内等受講希望者に提示する書類 

  ソ 協力保証書 

  タ 誓約書 

    チ 修了評価に使用する問題と解答 

 

（略） 

４ 名簿等の提出 

（１）名簿の提出 

 講習会を行う者は、事業終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した名簿（様式４）

を知事へ提出すること。 

ア 福祉用具専門相談員指定講習会修了者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 

イ 修了年月日 

ウ 修了証明書の番号（なお、付番方法については別紙４の通りとする。） 

   

 

（略） 

 

 指定申請手続等 

   指定申請は、事業所（人的物的施設があり、継続して事業が行われる場所。）の所在地が

兵庫県内にある事業者について行う。 

 （１）指定の申請 

 講習会の指定を受けようとする者は、初回の講習の募集を開始する３か月前までに、

次に掲げる事項について様式１－１及びその添付書類を提出すること。 

     ア 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

     イ 講習会の名称及び課程 

     ウ  事業所の所在地 

     エ 運営規程 

     オ 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 

     カ 当該講習会に係る収支予算 

     キ 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 

ク 事業計画表及び各講習ごとの時間割表 

     ケ 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書 （削除）   

     コ 事業所（講習を行う教室）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては、 

       名称）並びに利用計画及び当該事業所の設置者の承諾書 

     サ 申請者の前年度の決算書 

     シ 申請者の概要及び資産状況 

     ス 受講料等の設定方法 

     セ 募集案内等受講希望者に提示する書類 

  ソ 協力保証書 

  タ 誓約書 

    チ 修了評価に使用する問題と解答 

 

 

（略） 

４ 修了証書の交付等 

   指定講習会を実施する者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、別紙５に定める様式

に準じ、修了証書及び携帯修了証明書を交付するものとする。 

  なお、修了証明書に記載する日付は修了評価実施日以降とする。 

  

 

 

 



（２）事業報告書の提出 

 講習会を行う者は、毎事業終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書（様

式５－１）を知事へ提出すること。 

ア 開催日時及び場所 

イ 受講者数及び修了者数 

ウ 講習課程（カリキュラム） 

エ  講習会時間割表 

オ 担当講師一覧 

カ 収支決算書 

 

５  修了証書の交付等 

   指定講習会を実施する者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、別紙５に定める様式に

準じ、修了証書及び携帯修了証明書を交付するものとする。 

  なお、修了証書の交付は事業報告書を提出し、知事から「事業実績報告書受理通知書」を

受けた後、別紙５に定める修了証明書及び携帯用修了証明書を交付することとし、修了証明

書に記載する日付は「事業実績報告書受理通知書」の日付以降とする。 

 

 

 

（略） 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

  ただし、施行日以前に指定を受けていた事業者については、当該指定期間終了までを経過

期間とし、本要綱を適用しない。 

２ この要綱は平成２４年１０月１日から施行する。 

  ただし、平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日の間に、受講生に対し修了証明書

を発行した事業者については、第３条の２を第４条と読み替えるものとする。 

３ この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

４ この要綱は平成２７年１月１９日から施行し、平成２７年４月１日以降に開始する講習に

ついて適用する。なお、平成２７年４月１日より前に開始された講習の取扱いについては、

従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

５ 名簿等の提出 

（１）名簿の提出 

 講習会を行う者は、事業終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した名簿（様式４）

を知事へ提出すること。 

ア 福祉用具専門相談員指定講習会修了者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 

イ 修了年月日 

ウ 修了証明書の番号（なお、付番方法については別紙４の通りとする。） 

     なお、名簿（様式４）を紙媒体で提出の他に電子媒体でも提出すること。 

 

（２）事業報告書の提出 

 講習会を行う者は、毎事業終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書

（様式５－１）を知事へ提出すること。 

ア 開催日時及び場所 

イ 受講者数及び修了者数 

ウ 講習課程（カリキュラム） 

エ  講習会時間割表 

オ 担当講師一覧 

カ 収支決算書 

 

（略） 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

  ただし、施行日以前に指定を受けていた事業者については、当該指定期間終了までを経過

期間とし、本要綱を適用しない。 

２ この要綱は平成２４年１０月１日から施行する。 

  ただし、平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日の間に、受講生に対し修了証明書

を発行した事業者については、第３条の２を第４条と読み替えるものとする。 

３ この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

４ この要綱は平成２７年１月１９日から施行し、平成２７年４月１日以降に開始する講習

について適用する。なお、平成２７年４月１日より前に開始された講習の取扱いについて

は、従前の例による。 

５ この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱様式（現行） 兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱様式（改正後） 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 



様式１－２ （略） 

 

様式１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－２ （略） 

 

様式１－３ 

  

 
 

 



様式１－４ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－５ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－６ 

 

  

 
 

 



様式１－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－７ 

 

 

 

 

 



様式１－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－８ 

 

   
 

 



様式１－９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－９ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



様式３ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式５－１ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式５－１ 

 

   

 

 



様式５－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式５－２ 

 

   
 

 

 

 

 

 



様式５－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式５－３ 

 

   

 

 

 

 



様式６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式７ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式８－１ 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式８ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


